
 

1 

 

新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の
整備（第一段階のうち政令関係）に対する意見募集の 

結果について 
 

令和元年 10 月２日 
原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

令和元年７月 31 日の第 20 回原子力規制委員会において、原子力利用における安

全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の

一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案（概要）

の意見公募手続の実施が了承され、本年８月１日から８月 30日まで、行政手続法に

基づく意見公募手続を実施した。 

 

２．意見募集の実施結果等 

（１）意見募集対象：原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案 概要 

（２）実施結果等 

① 意見募集の期間：令和元年８月１日から同年８月 30日（30日間） 

② 意見募集の方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及びＦＡＸ 

③ 御意見数：10件※ 

  提出意見及びこれに対する考え方は、別紙のとおりとしたい。 

④ 提出意見、提出意見を考慮した結果について、電子政府の総合窓口（e-Gov）

を利用して公示することとする。 

 

３．添付資料 

別紙 提出意見とこれに対する考え方（案） 

 

                                                   
※御意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づ

く。延べ意見数については、別紙のとおり 12 件。 

資料３－１ 
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提出意見とこれに対する考え方（案） 

 

番号 提 出 意 見 考 え 方 

１ １．原子炉等規制法施行令（昭和 32年政令第 324号）の一部改正 

（１）原子力規制検査に係る手数料の新設等 

別途パブリックコメント中の「原子力規制検査等実施要領」の「3 法定確

認行為等の実施と原子力規制検査の関係」では、「法定確認行為等に係る事業

者からの申請等があった場合には、申請等以前の関連する事業者の活動に対

する原子力規制検査の結果を確認する＜以下、略＞」とされており、原子力規

制検査によって法定確認行為の効率化が図られるものと考えます。 

従って、現行政令に定められている法定確認行為に係わる手数料について

は減額して頂きたい。 

 法定確認行為に係る業務量は変わらないため、これまでと同

じ額の手数料を徴収します。また、原子力規制検査の手数料に

ついては、法定確認に係る手数料とは重複しないよう算出をし

ています。 

２ １．原子炉等規制法施行令（昭和 32年政令第 324号）の一部改正 

（１）原子力規制検査に係る手数料の新設等 

政令で定める「 941 万 1400 円を超えない範囲内」は原子力規制検査等に

関する規則第７条但し書きで規定される「追加検査」の手数料であり、同規

則第７条の「令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、・・・

それぞれ同表の下欄に定める額とする。」は別表によれば最大 568 万 3500 円

と定められており、表現の見直しが必要と考える。 

 

原子炉等規制法第 61条の２の２第２項において、原子力規制

検査は原子力規制委員会規則で定めるところにより行うと規定

されており、当該規則により基本検査及び追加検査の区分等を

具体的に規定することから、実費を勘案した手数料の額につい

ても原子力規制委員会規則に規定することとし、上位法令であ

る政令においては、原子力規制検査の手数料全体についての上

限のみを規定することとしたものです。 

 

３ １．原子炉等規制法施行令（昭和 32年政令第 324号）の一部改正 

（１）原子力規制検査に係る手数料の新設等 

 「原子力規制検査に係る手数料を 941万 1400円を超えない範囲内において

実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額」としているが、他の手数

料が政令で具体的に定められていることと整合していないことから、政令で

規定することが適切ではないか。 

上記２で示した考え方を参照してください。 

なお、他法令（電気事業法など）においても、政令ではなく

規則において、手数料の額を規定しているものもあります。 

別紙 
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４ 

 

１．原子炉等規制法施行令（昭和 32年政令第 324号）の一部改正 

（１）原子力規制検査に係る手数料の新設等 

（意見）手数料の取り扱いについて、透明性のある取り扱いとなるようにお

願いしたい。政令に基づく手数料であったとしても、検査者と被検査者の間

で金銭の移動であり、実質的に検査にかかわる費用を被検査者である事業者

に負担させるものとなる。「検査官の立場が検査をしてあげる、事業者の立場

が検査をしてもらう」といった関係性になり、検査官が事業者に取り込まれ

たり、反対に、取り込まれまいと事業者との十分な対話を避けたりする懸念

がある。 

（理由）検査の実施者であり、検査に基づく合否の判定者である原子力規制

委員会・原子力規制庁が活動原則である「独立した意思決定」に影響うけた

り、また、影響されていると疑念を持たれたりすることのないようにする

ため。 

 

２．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令（平成 25

年政令第 53号）の一部改正 

（意見）福島第一原子力発電所全体のリスクを低減させるために合理的な考

えであると考えられる。 

（理由）事故により破損した原子炉を含む福島第一原子力発電所においては、

異なる規制となる施設を抱えることは資源を分散させることにつながり、早

急なリスク低減に支障をきたす。人的資源などは有限であり、発電所全体で

効果的に資源を配置するうえで、規制の見直しは有益であるため。 

  

１．について 

 手数料については、施設の種別や検査区分に応じて原子力規

制委員会規則に規定する額を徴収します。徴収手続は会計法令

に基づき会計担当職員が実施し、検査官が関わるものではあり

ません。 

なお、原子力規制検査については、各種ガイド類を整備して、

事業者と効果的にコミュニケーションを図りつつ、独立した立

場から厳正に検査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

２．について 

御意見のとおり、東京電力福島第一原子力発電所については、

安全性を適切に確保しつつ、施設全体のリスク低減に必要な措

置を迅速かつ効率的に講ずることが求められていると認識して

います。今後も上記の認識の下、福島第一原子力発電所の廃炉

作業に係る安全規制を実施していきます。 
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５ ２．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令（平成 25

年政令第 53号）の一部改正 

（１）「第 43 条の３の 34 発電用原子炉の廃止に伴う措置」の一部が適用除

外されるとのことだが、その場合、「第 43 条の 3の 17 運転計画」のただし

書きに、廃止措置計画の認可を受けた場合について規定されているが、適用

除外された後の扱いを明確にしていただきたい。 

 

 

 

 

 

（２）「第 61条の 2の 2 原子力規制検査」には、発電用原子炉以外の核燃料

物質等の使用等に対する規定も含まれているが、適用除外される範囲につい

て確認したい。 

 

適用除外されるのは、発電用原子炉に関わる規定のみか、それ以外の事業に

ついても適用除外されるのか。 

 

（３）「第４３条の３の２９ 発電用原子炉施設の安全性の向上のための評

価」について、56 号炉も適用除外されるとのことだが、この場合、旧炉規則

７７条の定期安全レビューの扱いについて確認したい。 

 

旧炉規則７７条の定期安全レビューについては，経過措置で法４３条の３の

２９の届出をするまでは，旧炉規則７７条の規定は適用されることとなって

いる。 

 

福島第一原子力発電所では、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉

施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」に規定がないため、定

期安全レビューは対象外なのか、または、経過措置は適用となり定期安全レ

ビューは対象となるのか。 

 

 

 

（１）について 

原子炉等規制法第43条の３の17の運転計画に係る規定は、東

京電力福島第一原子力発電所についても適用されています。た

だし、本改正において、当該施設については、廃止措置に関す

る事項を実施計画に記載し認可を受けることとしており、廃止

措置計画の認可といった手続がなくなるため、御指摘の原子炉

等規制法第43条の３の17のただし書については適用されないこ

ととなります。 

 

（２）について 

本政令の対象は、東京電力福島第一原子力発電所の発電用原

子炉施設であり、当該発電所内にある使用施設等は対象外です。

したがって、当該使用施設等については、原子力規制検査に係

る規定（原子炉等規制法第61条の２の２）が適用されることと

なります。 

 

（３）について 

御指摘の定期安全レビューに係る規定（旧実用炉規則第 77

条）は、原子炉等規制法第 43 条の３の 22 第１項に基づく保安

措置等に関する規定です。一方、現行の東京電力株式会社福島

第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護

に関する規則（以下「１F規則」という。）第１条において、東

京電力福島第一原子力発電所は、原子炉等規制法第 64条の３第

１項の認可があった場合には、保安措置等については実用炉規

則の規定（第 70条から第 72 条まで、第 74 条及び第 88条を除

く。）にかかわらず、１F規則の定めるところによるとされてい

ます。したがって、東京電力福島第一原子力発電所５号炉及び

６号炉については、御指摘の旧実用炉規則第 77条を適用するこ

ととする経過措置に係る規定も適用対象外となるため、定期安

全レビューの対象外となります。 
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６ ４．経過措置 

再稼働していないプラントの施設定期検査および定期安全管理審査につい

ては、既に手数料を支払い済みですが、長期停止中状態で施設定期検査およ

び定期安全管理審査は完了しておりません。これらの手数料の控除は、どの

ような取扱いになるのか記載していただきたい。 

手数料の控除の対象は、施行日までに検査又は審査に着手し

ていないものを予定しており、経過措置として手数料の詳細を

規定する原子力規制委員会規則等にて手当てすることとしま

す。 

施行日までに既に検査又は審査に着手しているものについて

は、要領書作成、現地検査、文書・実地審査などを実施して行

政コストが発生していますので、手数料控除の経過措置を規定

しない予定です。 

７ ４．経過措置 

原子力規制検査に移行することとなる溶接安全管理審査（旧法第 43条の 3

の 13第 3項、旧施行令別表第一の第 36）について、既に手数料を納付してい

るもので施行日までに審査を実施していないものについては、原子力規制検

査の手数料の納付において既に納付した額を控除することとするとされてい

るが、「施行日までに審査を実施していないもの」では明確でなく、「耐圧時溶

接安全管理審査に着手してない場合は控除の対象とする」等、着手している

と判断する基準・条件について明確にして頂く必要がある。 

上記６で示した考え方を参照してください。 

８ ４．経過措置 

溶接安全管理審査について、既に手数料を納付しているもので施行日まで

に審査を実施していないものについては、原子力規制検査の手数料の納付に

おいて既に納付した額を控除することとする旨の記載があるが、今般の検査

制度見直しにより制度自体が無くなる施設定期検査や定期安全管理審査につ

いては手数料の扱いが定められていない。 

施設定期検査の終了証や定期安全管理審査の評定結果を得ていないのに、

手数料控除の扱いが無いのは不釣合いであると思われる。相応の手数料控除

があるべきではないか。または、手数料控除が行えないならば、納付済み手数

料に相当するサービスを既に事業者は受けているということだと思うが、そ

の見解を頂きたい。 

その他、今回の検査制度見直しに伴って検査・審査の途中で制度が変わる

もの全般について、納付済み手数料の考え方を示して頂きたい。 

上記６で示した考え方を参照してください。 
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９ ４．経過措置 

「原子力規制検査に移行することとなる溶接安全管理審査について、既

に手数料を納付しているもので施行日までに審査を実施していないものに

ついては、原子力規制検査の手数料の納付において既に納付した額を控除

することとする。」とされているが、控除の対象が「溶接安全管理審査かつ

施行日までに審査を実施していないものに限定しているのはなぜか。仕掛

かりの検査や施設定期検査や定期安全管理審査等について控除の対象とな

らないのはなぜか。 

また、控除を含めた具体的な手数料の支払い手続きについては、どのよう

な手続きになるのか、またそれが規定される規制文書は何かを確認したい。 

 

前段については、上記６で示した考え方を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

後段については、現在具体的な運用を検討しているところです

が、原子力規制検査実施年度の当初に必要となる原子力規制検査

の内容を対象事業者に通知し、納入告知書により必要な手数料の

納付を求めることを予定しています。 

10 ４．経過措置 

溶接安全管理審査について，既に手数料を納付しているもので施行日ま

でに審査を実施していないものについては，原子力規制検査の手数料の納

付において既に納付した額を控除するとの記載がありますが，既に手数料

を納付済みの「施設定期検査」や「定期安全管理審査」についても同様に対

象として頂くようお願い致します。 

「施設定期検査」は要領書単位で申請件数と完了件数を，また「定期安全

管理審査」についても文書審査と実施審査とで完了件数をカウントできる

ことから，未実施分を計算することが可能です。 

 

上記６で示した考え方を参照してください。 

 

11 ４．経過措置 

本項では，手数料の経過措置として「溶接安全管理審査」に関する事項の

みが述べられているが，施設定期検査及び定期安全管理審査に関しての経

過措置はどうなるか。 

社内の会計管理上の手続きもあるため，費用の取扱いもしくは当該検査

の終了について明確にしていただきたい。 

 

前段については、上記６で示した考え方を参照してください。 

 

 

後段については、施設定期検査及び定期安全管理審査について

は、施行日をもって旧制度の検査等は処分の如何によらず終了し

ます。 
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12 ・１ページの本文の１行目「原子炉等規制法施行令」： 改正対象の政令の

名称は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」で

はないのか？ 

 

 

 

・１ページの本文の１０行目「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉」は

「試験研究用等原子炉、発電用原子炉」（または「試験研究用等原子炉施設、

発電用原子炉施設」）の誤記ではないか？ 

 

・１ページの本文の１６行目「改正法」とは、どの法律を指しているのか？ 

 

 

 

 

・２ページの第 43条の３の８第１項第５号の「原子炉施設」は「発電用原

子炉施設」の誤記では？ 

 

・３ページの条項欄の記載の一部に下線を付したのは、何を意味している

のか？（別表１との相違箇所を意味しているのであれば他にも下線を付す

べき箇所があると思われる。） 

・御指摘のとおり「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律施行令」を指します。なお、意見公募の資料にお

いて正式な法令名の用語を使用していないのは、政令案その

ものでなく政令案の概要として資料を作成したため、慣例的

に使用されている表現を用いたためです。 

 

・御指摘のとおり、正しくは、「試験研究用等原子炉、発電用

原子炉」です。 

 

 

・令和元年 7月 31日原子力規制委員会資料６に記載のとおり

「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正す

る法律（平成２９年法律第１５号）」を指します。 

 

・御指摘のとおり、正しくは、「発電用原子炉施設」です。 

 

 

・下線部は、「原子力利用における安全対策の強化のための核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一

部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）」により追加さ

れた規定を意味します。 

- 7 -- 7 -
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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた関係
政令の制定について（案） 

 
令和元年 10 月２日 
原 子 力 規 制 委 員 会 

 
 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令案（概要）に対する意見募集の結果を踏まえ、以下の政令

を制定することとする。 

 

１．原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定

める政令案：別紙１ 

 

２．原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令案：別紙２ 

 

※２．の政令案に係る新旧対照表：別紙３ 

 

 

今後の予定は以下のとおり 

・閣議決定      令和元年 10月（予定） 

・公布          同年 11月（予定） 

・施行        令和２年４月１日（予定） 

 

資料３－２ 
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政
令
第

号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
並
び
に
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
の
規

定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
と
す
る
。

別紙１
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政
令
第

号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃

料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第

一
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
、
第
六
十
四
条
の
四
、
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

- 3 -
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第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条

削
除

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
十
九
条
第
三
項
中
「
又
は
第
八
号
」
を
「
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
五
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条

削
除

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条

削
除

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条

削
除
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第
三
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
施
設
検
査
等
」
を
「
使
用
前
検
査
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
二
号
中
「
第
六
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
見
出
し
中
「
原
子
力
施
設
検
査
官
、
原
子
力
保
安
検
査
官
及
び
核
物
質
防
護
検
査
官
」
を
「
原
子
力
検
査
官

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
原
子
力
施
設
検
査
官
」
を
「
原
子
力
検
査
官
」
に
、
「
二
百
八
十
二
人
」
を
「
五
百
六
十
一

人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

原
子
力
検
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者

、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
及
び
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
が
講
ず
べ

き
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
保
安
教
育
を
含
む
。
）

二

製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者

、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
が
講
ず
べ
き
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の

- 5 -
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た
め
に
必
要
な
措
置

三

製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理

施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
、
使
用
施
設
等
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
係
る
施
設
の
構
造
及
び
性

能
第
六
十
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
「
第
六
十
八
条
第
九
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
第
七
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
八
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
（
次
項
に
規
定
す
る

溶
接
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
九
百
四
十
一
万
千

四
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
実
費
を
勘
案
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
九
の
項
中
「
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
使
用
前
検
査
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同

- 6 -
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表
の
十
の
項
を
削
り
、
同
表
の
十
一
の
項
を
同
表
の
十
の
項
と
し
、
同
表
の
十
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
上
げ
、
同
表
の
二
十
一
の
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、

同
項
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
使
用
前
検
査
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
二
十
の
項
と
し
、
同
表
の
二
十
二

の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
十
三
の
項
を
同
表
の
二
十
一
の
項
と
し
、
同
表
の
二
十
四
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
を
二
項
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
三
十
二
の
項
イ
及
び
ロ
中
「
工
事
」
を
「
設
計
及
び
工
事
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
三
十
の
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三
十
一

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増

千
四
百
四
万
七
千
三
百
円
（
電
子
申

加
に
係
る
工
事
に
係
る
確
認

請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千

四
百
四
万
五
千
二
百
円
）

ロ

発
電
用
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
核
燃
料
物
質
（

十
二
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
燃
料
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
九

- 7 -



- 6 -

、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総
数
（
燃
料
体
が
燃
料

千
三
百
円
）

棒
で
構
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
燃
料
体
の
数

の
総
数
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
個
以
下
の

も
の
に
係
る
確
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

輸
入
し
た
燃
料
体
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料
棒

六
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

の
数
の
総
数
が
千
個
以
下
の
も
の
に
係
る
確
認

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
万
九
千
六
百

五
十
円
）

ニ

燃
料
体
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総

十
二
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に

数
が
千
個
を
超
え
る
も
の
に
係
る
確
認
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の

よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
九

を
除
く
。
）

千
三
百
円
）
に
千
個
を
超
え
る
千
個

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
九
万

八
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

ホ

輸
入
し
た
燃
料
体
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料
棒

六
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

- 8 -
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の
数
の
総
数
が
千
個
を
超
え
る
も
の
に
係
る
確
認

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
万
九
千
六
百

五
十
円
）
に
千
個
を
超
え
る
千
個
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
四
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

ヘ

そ
の
他
の
確
認

五
十
九
万
三
千
五
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十

九
万
二
千
二
百
円
）

別
表
第
一
の
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
八
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
の
三
十
九
の
項
を
同
表
の
三
十
二
の
項
と
し
、
同
表
の

四
十
の
項
か
ら
四
十
八
の
項
ま
で
を
七
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
四
十
九
の
項
中
「
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
使
用
前

検
査
」
を
「
第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
四
十
二
の
項
と
し
、
同
表
の
五
十
の
項
を
削
り

、
同
表
の
五
十
一
の
項
を
同
表
の
四
十
三
の
項
と
し
、
同
表
の
五
十
二
の
項
か
ら
五
十
八
の
項
ま
で
を
八
項
ず
つ
繰
り
上
げ

、
同
表
の
五
十
九
の
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
」
を
「
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同
項
を

同
表
の
五
十
一
の
項
と
し
、
同
表
の
六
十
の
項
を
削
り
、
同
表
の
六
十
一
の
項
を
同
表
の
五
十
二
の
項
と
し
、
同
表
の
六
十

- 9 -
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二
の
項
か
ら
六
十
七
の
項
ま
で
を
九
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
六
十
八
の
項
イ
及
び
ロ
中
「
方
法
」
を
「
計
画
」
に
改
め

、
同
項
を
同
表
の
五
十
九
の
項
と
し
、
同
表
の
六
十
九
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用
前
検
査
」
を
「
第
五
十

一
条
の
八
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同
項
イ
及
び
ロ
中
「
の
工
事
及
び
性
能
に
関
す
る
使
用
前
検
査
」
を
「
に
係
る
確
認

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
六
十
の
項
と
し
、
同
表
の
七
十
の
項
を
削
り
、
同
表
の
七
十
一
の
項
を
同
表
の
六
十
一
の
項
と

し
、
同
表
の
七
十
二
の
項
か
ら
七
十
九
の
項
ま
で
を
十
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
八
十
の
項
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
一

項
の
施
設
検
査
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
七
十
の
項
と
し
、
同
表
の
八
十
一
の

項
か
ら
九
十
の
項
ま
で
を
十
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。

（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
、
「
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
ま
で
」
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を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
」
に
改
め
、
「
（
東
京
電
力

株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三
号
炉
及
び
四
号
炉
並
び
に
こ
れ
ら
の
附

属
施
設
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
」
を
「
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十

三
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
六
十

一
条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二

項
中
「
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
廃
止
措
置
に
関
す
る
計
画
（
次
条
に
お
い
て
「
廃
止

措
置
計
画
」
と
い
う
。
）
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
廃
止
措
置
に
関
す
る
事
項
を
実
施
計
画
（
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
実
施
計
画
を
い
う
。
）
に
」
と
、
「
原
子
力
規
制
委
員
会
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
又

は
第
二
項
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
は
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項

の
認
可
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
」
と
す
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。第

四
条
第
七
号
中
「
第
五
十
三
条
第
二
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
」
に
、
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
一

条
」
に
改
め
る
。

（
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
五
十
三
条
第
二
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

一

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
第
三
条
第
七
号

二

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七

年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
七
号

三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
七
項
第
一
号

附

則

こ
の
政
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

- 12 -
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三
条
中
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
七
号
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

（
第
一
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）

1

○
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十

五
年
政
令
第
五
十
三
号

（
第
二
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）

31

○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号

（
第
三
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）

32

○
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

（
第
四
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）

33

○
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号

（
第
四
条
関
係
）

…
…
…

）

34

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号

（
第
四
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）

35
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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
加
工
施
設
）

第
九
条

削
除

第
九
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
加
工
施
設
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
加
工
設
備
本
体
、
貯
蔵
施
設
、
廃
棄
施
設
及
び
放
射
線
管
理

施
設
並
び
に
加
工
設
備
の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
）

第
十
六
条

削
除

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
原
子
炉
本
体
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設

、
貯
蔵
施
設
、
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
廃
棄
施
設

、
放
射
線
管
理
施
設
、
原
子
炉
格
納
施
設
及
び
非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
等
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
等
）

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
又

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
又

は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
（
原
子
力
船
を
含
む

は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
（
原
子
力
船
を
含
む

。
）
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規

。
）
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理

（
新
設
）

に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
原
子
力
船
を
譲
り
受
け
た
者
が

３

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
原
子
力
船
を
譲
り
受
け
た
者
が

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号

な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

事
項
と
し
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
な
け

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

事
項
と
す
る
。

る
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
電

第
二
十
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
電

用
原
子
炉
又
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許

用
原
子
炉
又
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必

（
新
設
）

要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
）

第
二
十
四
条

削
除

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵

施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
使
用
済
燃
料
（
法
第
四
十
三
条
の
四

第
一
項
の
使
用
済
燃
料
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
入
施
設
、
使
用

済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
廃
棄
施
設
及
び
放
射
線
管

理
施
設
並
び
に
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
再
処
理
施
設
）

第
二
十
八
条

削
除

第
二
十
八
条

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
、

再
処
理
設
備
本
体
、
製
品
貯
蔵
施
設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
、
廃
棄
施
設
並

び
に
放
射
線
管
理
施
設
並
び
に
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
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物
管
理
施
設
）

第
三
十
五
条

削
除

第
三
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
施
設
と
す
る

。一

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄
物
取
扱
施

設
、
計
測
制
御
系
統
施
設
及
び
放
射
線
管
理
施
設
並
び
に
廃
棄
物
埋
設
地

の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

二

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

、
計
測
制
御
系
統
施
設
及
び
放
射
線
管
理
施
設
並
び
に
廃
棄
物
管
理
設
備

の
附
属
施
設
で
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
等
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
埋
設
地

第
三
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
埋
設
地

又
は
廃
棄
物
埋
設
地
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け

又
は
廃
棄
物
埋
設
地
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な

（
新
設
）

体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

（
使
用
前
検
査
等
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
）

（
施
設
検
査
等
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

（
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
）

（
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
五
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務

第
五
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
務

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
さ
せ

二

法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
さ
せ

、
若
し
く
は
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試
料
又
は

、
若
し
く
は
法
第
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試
料
又
は
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同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試
料
（
保
障
措
置
協
定
又
は
追
加

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
す
る
試
料
（
保
障
措
置
協
定
又
は
追
加

議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
収
去
す
る
も
の
に
限
る
。

議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
収
去
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
試
験
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

）
の
試
験
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
原
子
力
検
査
官
の
定
数
及
び
資
格
）

（
原
子
力
施
設
検
査
官
、
原
子
力
保
安
検
査
官
及
び
核
物
質
防
護
検
査
官
の

定
数
及
び
資
格
）

第
六
十
条

原
子
力
検
査
官
の
定
数
は
五
百
六
十
一
人
と
す
る
。

第
六
十
条

原
子
力
施
設
検
査
官
の
定
数
は
二
百
八
十
二
人
と
す
る
。

２

原
子
力
検
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験

２

原
子
力
保
安
検
査
官
の
定
数
は
二
百
三
十
六
人
と
す
る
。

を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国

原
子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者

、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
及
び
核
原
料
物
質
を
使
用
す

る
者
が
講
ず
べ
き
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
保
安
教
育
を
含
む
。
）

二

製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
外
国

原
子
力
船
運
航
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者

、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
が
講
ず
べ
き
特
定
核
燃
料

物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置

三

製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子

炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、

廃
棄
物
管
理
施
設
、
使
用
施
設
等
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
係
る
施
設

の
構
造
及
び
性
能

（
削
る
）

３

核
物
質
防
護
検
査
官
の
定
数
は
四
十
三
人
と
す
る
。

（
削
る
）

４

原
子
力
施
設
検
査
官
は
加
工
施
設
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施

設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
の
構
造
、
性
能
及
び
保
安
に
つ
い

て
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

５

原
子
力
保
安
検
査
官
は
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処

理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
又
は
使
用
者
が
講
ず
べ
き
保
安
の
た
め
に
必
要
な

措
置
（
保
安
教
育
を
含
む
。
）
並
び
に
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
試
験
研
究
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用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処

理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
の
構
造

及
び
性
能
に
つ
い
て
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
削
る
）

６

核
物
質
防
護
検
査
官
は
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処

理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
又
は
使
用
者
が
講
ず
べ
き
特
定
核
燃
料
物
質
の
防

護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
務
省
職
員
の
立
会
い
を
要
す
る
立
入
検
査
等
）

（
外
務
省
職
員
の
立
会
い
を
要
す
る
立
入
検
査
等
）

第
六
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
国
際
原
子

第
六
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
国
際
原
子

力
機
関
の
指
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
で
あ
つ
て
次
に
掲

力
機
関
の
指
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
立
入
検
査
の
際
に
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に

げ
る
も
の
を
行
う
場
合
（
当
該
立
入
検
査
の
際
に
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

よ
る
封
印
又
は
装
置
の
取
付
け
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
六
十
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
六
十
五
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（

納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

次
項
に
規
定
す
る
溶
接
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
は
、
別
表
第
一

の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付

２

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
九
百
四
十
一
万
千
四
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十

お
い
て
実
費
を
勘
案
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
別

表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
第
二

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
第
三

に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
六
十
五
条
関
係
）
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番

号

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金

額

番

号

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金

額

一
～
八

（
略
）

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
略
）

九

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
確
認

（
略
）

九

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
使
用

（
略
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

十

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
施
設

二
百
三
十
四
万
九
千

）

定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
百
三
十

四
万
六
千
五
百
円
）

十
～
十

（
略
）

（
略
）

十
一
～

（
略
）

（
略
）

九

二
十

二
十

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
確
認
を

（
略
）

二
十
一

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
使
用
前

（
略
）

受
け
よ
う
と
す
る
者

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
に
係
る
確

イ

臨
界
実
験
装
置
に
係
る
使

認

用
前
検
査

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子

以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く

炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く

。
）
に
係
る
確
認

。
）
に
係
る
使
用
前
検
査

ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

を
超
え
る
試
験
研
究
用
等
原

を
超
え
る
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
に
係
る
確
認

子
炉
に
係
る
使
用
前
検
査
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（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

二
十
二

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
施
設
定

）

期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

臨
界
実
験
装
置
に
係
る
施

二
十
九
万
八
千
五
百

設
定
期
検
査

円
（
電
子
申
請
等
に

よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
九
万
六
千

四
百
円
）

ロ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

五
十
四
万
七
千
百
円

以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子

（
電
子
申
請
等
に
よ

炉
（
臨
界
実
験
装
置
を
除
く

る
場
合
に
あ
つ
て
は

。
）
に
係
る
施
設
定
期
検
査

、
五
十
四
万
五
千
百

円
）

ハ

熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

百
四
十
六
万
四
千
九

を
超
え
る
試
験
研
究
用
等
原

百
円
（
電
子
申
請
等

子
炉
に
係
る
施
設
定
期
検
査

に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
百
四
十
六
万

二
千
八
百
円
）

二
十
一

（
略
）

（
略
）

二
十
三

（
略
）

（
略
）

～
二
十

～
三
十

九

一

三
十

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項

（
略
）

三
十
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項

（
略
）

又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

と
す
る
者

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
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は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の

は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の

増
加
に
係
る
設
計
及
び
工
事

増
加
に
係
る
工
事
の
計
画
の

の
計
画
の
認
可

認
可

ロ

そ
の
他
の
設
計
及
び
工
事

ロ

そ
の
他
の
工
事
の
計
画
の

の
計
画
の
認
可
又
は
変
更
の

認
可
又
は
変
更
の
認
可

三
十
一

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
三

（
新
設

（
新
設
）

（
新
設
）

項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

）

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又

千
四
百
四
万
七
千
三

は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の

百
円
（
電
子
申
請
等

増
加
に
係
る
工
事
に
係
る
確

に
よ
る
場
合
に
あ
つ

認

て
は
、
千
四
百
四
万

五
千
二
百
円
）

ロ

発
電
用
原
子
炉
に
燃
料
と

十
二
万
六
千
百
円
（

し
て
使
用
す
る
核
燃
料
物
質

電
子
申
請
等
に
よ
る

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

場
合
に
あ
つ
て
は
、

燃
料
体
」
と
い
う
。
）
で
あ

十
一
万
九
千
三
百
円

つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃

）

料
棒
の
数
の
総
数
（
燃
料
体

が
燃
料
棒
で
構
成
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
燃

料
体
の
数
の
総
数
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

千
個
以
下
の
も
の
に
係
る
確

認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

ハ

輸
入
し
た
燃
料
体
で
あ
つ

六
万
三
千
円
（
電
子

- 22 -
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て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料

申
請
等
に
よ
る
場
合

棒
の
数
の
総
数
が
千
個
以
下

に
あ
つ
て
は
、
五
万

の
も
の
に
係
る
確
認

九
千
六
百
五
十
円
）

ニ

燃
料
体
で
あ
つ
て
、
こ
れ

十
二
万
六
千
百
円
（

を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の

電
子
申
請
等
に
よ
る

総
数
が
千
個
を
超
え
る
も
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、

に
係
る
確
認
（
ホ
に
掲
げ
る

十
一
万
九
千
三
百
円

も
の
を
除
く
。
）

）
に
千
個
を
超
え
る

千
個
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
九
万

八
千
八
百
円
を
加
算

し
た
額

ホ

輸
入
し
た
燃
料
体
で
あ
つ

六
万
三
千
円
（
電
子

て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
燃
料

申
請
等
に
よ
る
場
合

棒
の
数
の
総
数
が
千
個
を
超

に
あ
つ
て
は
、
五
万

え
る
も
の
に
係
る
確
認

九
千
六
百
五
十
円
）

に
千
個
を
超
え
る
千

個
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
四
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し

た
額

ヘ

そ
の
他
の
確
認

五
十
九
万
三
千
五
百

円
（
電
子
申
請
等
に

よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
五
十
九
万
二
千

二
百
円
）

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一

- 23 -
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）

項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又

千
四
百
四
万
七
千
三

は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の

百
円
（
電
子
申
請
等

増
加
に
係
る
工
事
に
係
る
使

に
よ
る
場
合
に
あ
つ

用
前
検
査

て
は
、
千
四
百
四
万

五
千
二
百
円
）

ロ

そ
の
他
の
使
用
前
検
査

五
十
九
万
三
千
五
百

円
（
電
子
申
請
等
に

よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
五
十
九
万
二
千

二
百
円
）

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一

）

項
の
燃
料
体
検
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

イ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料

十
二
万
六
千
百
円
（

棒
の
数
の
総
数
（
燃
料
体
が

電
子
申
請
等
に
よ
る

燃
料
棒
で
構
成
さ
れ
て
い
な

場
合
に
あ
つ
て
は
、

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
燃
料

十
一
万
九
千
三
百
円

体
の
数
の
総
数
。
以
下
同
じ

）

。
）
が
千
個
以
下
の
燃
料
体

検
査

ロ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料

十
二
万
六
千
百
円
（

棒
の
数
の
総
数
が
千
個
を
超

電
子
申
請
等
に
よ
る

え
る
燃
料
体
検
査

場
合
に
あ
つ
て
は
、

十
一
万
九
千
三
百
円

- 24 -
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）
に
千
個
を
超
え
る

千
個
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
九
万

八
千
八
百
円
を
加
算

し
た
額

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
四

）

項
の
燃
料
体
検
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

イ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料

六
万
三
千
円
（
電
子

棒
の
数
の
総
数
が
千
個
以
下

申
請
等
に
よ
る
場
合

の
燃
料
体
検
査

に
あ
つ
て
は
、
五
万

九
千
六
百
五
十
円
）

ロ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料

六
万
三
千
円
（
電
子

棒
の
数
の
総
数
が
千
個
を
超

申
請
等
に
よ
る
場
合

え
る
燃
料
体
検
査

に
あ
つ
て
は
、
五
万

九
千
六
百
五
十
円
）

に
千
個
を
超
え
る
千

個
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
四
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し

た
額

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
三

）

項
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

溶
接
箇
所
が
三
百
箇
所
以

百
十
四
万
四
千
百
円

内
の
原
子
炉
容
器
等
に
係
る

溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
に

- 25 -
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係
る
体
制
に
つ
い
て
の
審
査

ロ

溶
接
箇
所
が
三
百
箇
所
を

百
十
四
万
四
千
百
円

超
え
る
原
子
炉
容
器
等
に
係

に
三
百
箇
所
を
超
え

る
溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施

る
百
五
十
箇
所
又
は

に
係
る
体
制
に
つ
い
て
の
審

そ
の
端
数
を
増
す
ご

査

と
に
五
十
七
万
二
千

円
を
加
算
し
た
額

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一

二
百
二
十
五
万
九
千

）

項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う

七
百
円
（
電
子
申
請

と
す
る
者

等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
百
二
十

五
万
五
千
六
百
円
）

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

三
十
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
四

二
千
九
百
二
十
九
万

）

項
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
千
円

三
十
二

（
略
）

（
略
）

三
十
九

（
略
）

（
略
）

～
四
十

～
四
十

一

八

四
十
二

法
第
四
十
三
条
の
九
第
三
項
の
確

（
略
）

四
十
九

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
使

（
略
）

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

五
十

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の

六
十
六
万
三
千
七
百

）

施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

円
（
電
子
申
請
等
に

る
者

よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
六
十
六
万
二
千

五
百
円
）
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四
十
三

（
略
）

（
略
）

五
十
一

（
略
）

（
略
）

～
五
十

～
五
十

八

五
十
一

法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
確
認
を

（
略
）

五
十
九

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
使
用
前

（
略
）

受
け
よ
う
と
す
る
者

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

六
十

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項

六
百
二
十
一
万
千
円

）

の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と

（
電
子
申
請
等
に
よ

す
る
者

る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
六
百
二
十
万
七
千

九
百
円
）

五
十
二

（
略
）

（
略
）

六
十
一

（
略
）

（
略
）

～
五
十

～
六
十

八

七

五
十
九

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は

（
略
）

六
十
八

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は

（
略
）

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

る
者

イ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

イ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工

事
の
計
画
の
認
可

事
の
方
法
の
認
可

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
計

関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方

画
の
認
可

法
の
認
可

六
十

法
第
五
十
一
条
の
八
第
三
項
の
確

（
略
）

六
十
九

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使

（
略
）

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

用
前
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
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イ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

イ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

施
設
に
係
る
確
認

施
設
の
工
事
及
び
性
能
に
関

す
る
使
用
前
検
査

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

係
る
確
認

工
事
及
び
性
能
に
関
す
る
使

用
前
検
査

（
削
る

（
削
る
）

（
削
る
）

七
十

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
施

）

設
定
期
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
イ

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

二
百
五
十
二
万
二
千

施
設
の
性
能
に
関
す
る
施
設

二
百
円
（
電
子
申
請

定
期
検
査

等
に
よ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
百
五
十

二
万
八
百
円
）

ロ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

二
百
二
万
八
千
六
百

性
能
に
関
す
る
施
設
定
期
検

円
（
電
子
申
請
等
に

査

よ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
百
二
万
四
千

七
百
円
）

六
十
一

（
略
）

（
略
）

七
十
一

（
略
）

（
略
）

～
六
十

～
七
十

九

九

七
十

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
確

（
略
）

八
十

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
施

（
略
）

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

設
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

- 28 -
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七
十
一

（
略
）

（
略
）

八
十
一

（
略
）

（
略
）

～
八
十

～
九
十

（
削
る
）

別
表
第
二
（
第
六
十
五
条
関
係
）

番

号

溶
接
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
物

金

額

一

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二

十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の

二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第

一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一

項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る
物
（
次

の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

(

一)

容
器
（(

二)

か
ら(

七)

ま

一
個
に
つ
き

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

１

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
万
四
千
七
百
円

の
も
の

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

二
万
四
千
七
百
円
に

の
も
の

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
万
千
百
円
を

加
算
し
た
額

２

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

- 29 -
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八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
十

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

十
三
万
五
千
三
百
円

の
も
の

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

十
三
万
五
千
三
百
円

の
も
の

に
五
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
五
メ
ー
ト
ル
又

は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
六
万
七
千
七

百
円
を
加
算
し
た
額

３

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
十
七
万
八
千
七
百

の
も
の

円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

二
十
七
万
八
千
七
百

の
も
の

円
に
五
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
十
三
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し

た
額

４

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

六
十
万
八
千
円

の
も
の

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

六
十
万
八
千
円
に
五

の
も
の

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

- 30 -
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五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と

に
三
十
万
四
千
百
円

を
加
算
し
た
額

５

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

八
十
五
万
九
千
五
百

の
も
の

円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

八
十
五
万
九
千
五
百

の
も
の

円
に
五
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
四
十
二
万

九
千
八
百
円
を
加
算

し
た
額

６

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

二
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

百
九
万
二
千
二
百
円

の
も
の

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

百
九
万
二
千
二
百
円

の
も
の

に
五
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
五
メ
ー
ト
ル
又

は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
五
十
四
万
六

千
二
百
円
を
加
算
し

た
額

７

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

五
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
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⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

百
五
十
七
万
七
千
七

の
も
の

百
円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

百
五
十
七
万
七
千
七

の
も
の

百
円
に
五
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
七
十
八

万
九
千
円
を
加
算
し

た
額

８

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

十
メ
ー
ト
ル
以
上
十
五
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

百
六
十
六
万
二
千
百

の
も
の

円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

百
六
十
六
万
二
千
百

の
も
の

円
に
五
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
八
十
三
万

千
百
円
を
加
算
し
た

額

９

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

百
九
十
八
万
八
千
円

の
も
の

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

百
九
十
八
万
八
千
円

の
も
の

に
五
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
五
メ
ー
ト
ル
又

は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
九
十
九
万
四
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千
百
円
を
加
算
し
た

額

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

10
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
百
三
十
二
万
二
百

の
も
の

円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
三
十
二
万
二
百

の
も
の

円
に
五
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
メ
ー
ト
ル

又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
百
十
六
万

二
百
円
を
加
算
し
た

額

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

11
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
百
六
十
六
万
二
千

の
も
の

八
百
円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
六
十
六
万
二
千

の
も
の

八
百
円
に
五
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
百
三

十
三
万
千
四
百
円
を

加
算
し
た
額

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

12
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

二
百
九
十
一
万
千
四

の
も
の

百
円

- 33 -
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⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
九
十
一
万
千
四

の
も
の

百
円
に
五
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
百
四
十

五
万
五
千
七
百
円
を

加
算
し
た
額

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

13
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

三
百
二
十
九
万
七
千

の
も
の

四
百
円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

三
百
二
十
九
万
七
千

の
も
の

四
百
円
に
五
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
五
メ
ー

ト
ル
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
百
六

十
四
万
八
千
八
百
円

を
加
算
し
た
額

外
径
又
は
最
大
外
の
り
が

14
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

⑴

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
未
満

三
百
六
十
五
万
千
九

の
も
の

百
円

⑵

長
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上

三
百
六
十
五
万
千
九

の
も
の

百
円
に
五
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
五
メ
ー
ト

ル
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
百
八
十

二
万
六
千
百
円
を
加

算
し
た
額

(

二)
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

(

一)

の
額
の
四
倍
の

- 34 -
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設
の
損
壊
の
際
に
自
動
閉
鎖
弁

額

の
作
動
に
よ
り
冷
却
材
に
対
す

る
圧
力
障
壁
を
形
成
す
る
一
連

の
施
設
に
属
す
る
容
器

(

三)

再
処
理
施
設
に
属
す
る
使

(

一)

の
額
の
四
倍
の

用
済
燃
料
溶
解
槽
、
プ
ル
ト
ニ

額

ウ
ム
溶
液
蒸
発
缶
、
高
放
射
性

廃
液
蒸
発
缶
又
は
高
放
射
性
廃

液
貯
槽

(

四)

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設

(

一)

の
額
の
二
倍
の

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

額

設
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
又

は
使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器

の
う
ち
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解

し
た
液
体
を
内
包
す
る
も
の
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度

が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液

体
を
内
包
す
る
も
の
若
し
く
は

使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体

か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有

用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液

体
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
の
濃

度
が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
を
内
包
す
る
も
の
又
は
こ

れ
ら
の
容
器
の
排
気
処
理
系
統

に
属
す
る
容
器
で
あ
つ
て
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三

十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
若
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し
く
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が

三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
体
を
内

包
す
る
も
の
（(

三)

に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

(

五)

原
子
炉
格
納
容
器

(

一)

の
額
に
そ
の
半

額
を
加
え
た
額

(

六)
(

三)

又
は(

四)

に
掲
げ
る

(

一)

の
額
の
半
額

容
器
の
損
壊
の
際
に
当
該
容
器

が
内
包
す
る
液
体
の
漏
え
い
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
容
器

(

七)

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱

(

一)

の
額
の
半
額

容
器

(

八)

管
（(

九)

か
ら(

十
一)

ま

溶
接
一
箇
所
に
つ
き

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

１

外
径
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

五
千
三
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

一
万
七
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

一
万
七
百
円
に
五
メ

ト
ル
以
上
の
も
の

ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
に

五
千
三
百
円
を
加
算

し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の
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イ

継
手
に
係
る
管
の
外

三
千
四
百
円

径
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

ロ

イ
以
外
の
も
の

四
千
九
百
五
十
円

２

外
径
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

一
万
七
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

二
万
六
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

二
万
六
百
円
に
五
メ

ト
ル
以
上
の
も
の

ー
ト
ル
を
超
え
る
五

メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
に

一
万
三
百
円
を
加
算

し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

九
千
四
百
円

３

外
径
二
百
五
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

一
万
四
千
二
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

二
万
六
千
三
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

- 37 -



- 24 -

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

二
万
六
千
三
百
円
に

ト
ル
以
上
の
も
の

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
万
三
千
百
円

を
加
算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

一
万
三
千
円

４

外
径
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

一
万
八
千
三
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

三
万
二
千
三
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

三
万
二
千
三
百
円
に

ト
ル
以
上
の
も
の

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
一
万
六
千
二
百

円
を
加
算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

一
万
七
千
八
百
円

５

外
径
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

二
万
四
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の
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ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

四
万
四
千
九
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

四
万
四
千
九
百
円
に

ト
ル
以
上
の
も
の

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
五
メ
ー
ト
ル
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご

と
に
二
万
二
千
四
百

円
を
加
算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

二
万
六
千
百
円

６

外
径
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
二
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

二
万
五
千
六
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

五
万
千
二
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

五
万
千
二
百
円
に
五

ト
ル
以
上
の
も
の

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と

に
二
万
五
千
六
百
円

を
加
算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

三
万
八
千
円

７

外
径
二
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
三
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の
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イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

四
万
九
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

八
万
千
七
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

八
万
千
七
百
円
に
五

ト
ル
以
上
の
も
の

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と

に
四
万
九
百
円
を
加

算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

六
万
九
百
円

８

外
径
三
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の

⑴

長
手
継
手
の
も
の

イ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

五
万
六
千
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

ロ

継
手
の
長
さ
五
十
セ

十
一
万
二
千
四
百
円

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ハ

継
手
の
長
さ
五
メ
ー

十
一
万
二
千
四
百
円

ト
ル
以
上
の
も
の

に
五
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
五
メ
ー
ト
ル
又

は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
五
万
六
千
三

百
円
を
加
算
し
た
額

⑵

周
継
手
の
も
の

八
万
百
円

(
九)

再
処
理
施
設
に
属
す
る
使

(

八)

の
額
の
二
倍
の

用
済
燃
料
溶
解
槽
、
プ
ル
ト
ニ

額
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ウ
ム
溶
液
蒸
発
缶
、
高
放
射
性

廃
液
蒸
発
缶
又
は
高
放
射
性
廃

液
貯
槽
に
附
属
す
る
管

(

十)

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設

(

八)

の
額
に
そ
の
半

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

額
を
加
え
た
額

設
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
又

は
使
用
施
設
等
に
属
す
る
管
の

う
ち
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し

た
液
体
を
内
包
す
る
も
の
、
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が

三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体

を
内
包
す
る
も
の
若
し
く
は
使

用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か

ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用

物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体

で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
の
濃
度

が
三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
を
内
包
す
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
の
液
体
を
内
包
す
る
容
器
の

排
気
処
理
系
統
に
属
す
る
管
で

あ
つ
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射

能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ

ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
気
体
若
し
く
は
放
射
性
物

質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル

毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
気
体
を
内
包
す
る
も
の
（(

九

)
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(

十
一)

ダ
ク
ト

(

八)

の
額
の
半
額
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二

非
耐
圧
部
材
の
取
付
け
の
み
に
係

非
耐
圧
部
材
一
個
に

る
溶
接
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
の

つ
き

四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第

三
千
五
百
五
十
円

一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項

、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第

五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
五

十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査

を
受
け
る
物
（
四
の
項
か
ら
六
の

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

三

改
造
又
は
修
理
の
た
め
の
溶
接
に

つ
い
て
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項

、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第

四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十

六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条

の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の

三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る

物
（
次
の
項
及
び
五
の
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

(

一)

容
器

一
個
に
つ
き

十
七
万
七
千
六
百
円

(

二)

管

溶
接
一
箇
所
に
つ
き

一
万
九
千
五
百
円

四

非
耐
圧
部
材
の
取
付
け
の
み
に
係

非
耐
圧
部
材
一
個
に

る
溶
接
で
あ
つ
て
改
造
又
は
修
理

つ
き

の
た
め
の
も
の
に
つ
い
て
法
第
十

五
千
三
百
円

六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条

の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
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第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一

項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又

は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶

接
検
査
を
受
け
る
物
（
次
の
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

工
場
又
は
事
業
所
の
構
内
の
う
ち

三
の
項
又
は
四
の
項

放
射
線
管
理
の
た
め
人
の
出
入
り

の
額
の
二
倍
の
額

等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域

で
あ
つ
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
の
内
に
お
い
て

改
造
又
は
修
理
の
た
め
の
溶
接
に

つ
い
て
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項

、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第

四
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十

六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条

の
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の

三
第
一
項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る

物

六

法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
、
第
二

一
の
項
又
は
二
の
項

十
八
条
の
二
第
四
項
、
第
四
十
三

の
額
の
半
額

条
の
十
第
四
項
、
第
四
十
六
条
の

二
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第

四
項
又
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一

項
の
溶
接
検
査
を
受
け
る
物
（
法

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接

検
査
を
受
け
る
物
に
あ
つ
て
は
、

溶
接
を
し
た
使
用
施
設
等
で
あ
つ

て
輸
入
し
た
も
の
に
限
る
。
）
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別
表
第
二
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
十
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
原
子
力
施
設

法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
原
子
力
施
設

と
し
て
指
定
さ
れ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
五

と
し
て
指
定
さ
れ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
五

日
に
お
い
て
そ
の
旨
を
公
示
さ
れ
た
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
東
京
電
力
株
式
会

日
に
お
い
て
そ
の
旨
を
公
示
さ
れ
た
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
東
京
電
力
株
式
会

社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第

社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第

六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
の
規
定
（
法
第
四
十

六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
の
規
定
（
法
第
四
十

三
条
の
三
の
八
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九

三
条
の
三
の
八
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
、
第
九
号

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、

第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
か
ら
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
ま
で
、
第
四

第
四
十
三
条
の
三
の
九
か
ら
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
ま
で
（
東
京
電
力
株
式

十
三
条
の
三
の
十
四
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三

四
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
、
第
四
十
三

号
炉
及
び
四
号
炉
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
施
設
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

条
の
三
の
三
十
三
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
、
第
四
十
三
条
の
三

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
六
十
一
条
の
二
の
二
の

の
二
十
九
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
う

規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

ち
、
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三
号
炉
及
び
四
号
炉
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
施
設
に

合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の

係
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
（
東
京
電
力
株
式

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
廃
止
措
置
に
関
す
る
計
画
（
次
条
に
お
い
て
「
廃
止
措
置

号
炉
及
び
四
号
炉
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
施
設
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規

計
画
」
と
い
う
。
）
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
廃
止
措
置
に
関
す
る
事
項
を
実

定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合

施
計
画
（
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
を
い
う
。
）
に
」

に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

と
、
「
原
子
力
規
制
委
員
会
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
又

て
は
、
同
号
中
「
又
は
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第
三
項
」
と
、

は
第
二
項
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可

「
届
け
出
た
と
こ
ろ
」
と
あ
る
の
は
「
届
け
出
た
と
こ
ろ
又
は
第
六
十
四
条
の

は
、
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
の
認
可
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
に
つ

三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
」
と
す
る
。

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
」
と
す
る
。
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○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
製
錬
施
設

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
製
錬
施
設

、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二

、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二

項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

第
二
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の

第
二
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の

再
処
理
施
設
又
は
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等
（
核

再
処
理
施
設
又
は
同
法
第
五
十
三
条
第
二
号
の
使
用
施
設
等
（
核
原
料
物

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
核
燃

十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質

料
物
質
の
使
用
施
設
等
に
限
る
。
）

の
使
用
施
設
等
に
限
る
。
）

八
～
二
十
三

（
略
）

八
～
二
十
三

（
略
）
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○
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
製
錬
施
設

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
製
錬
施
設

、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二

、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二

項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

第
二
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の

第
二
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の

再
処
理
施
設
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

再
処
理
施
設
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
に

す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
同
法
第
五
十
二
条
第

規
定
す
る
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
同
法
第
五
十
三
条
第

二
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等

二
号
の
使
用
施
設
等

八
～
二
十
四

（
略
）

八
～
二
十
四

（
略
）
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○
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
第
四
条
関

係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

製
錬
施
設
、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
、
同

製
錬
施
設
、
同
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
、
同

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子

、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子

炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃

炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃

料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施

料
貯
蔵
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施

設
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

設
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
を
行
う
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
を
行
う
同
法
第
五
十
三
条
第
二
号

第
十
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等

に
規
定
す
る
使
用
施
設
等

八
～
二
十
四

（
略
）

八
～
二
十
四

（
略
）
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○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
電
源
立
地
対
策
、
電
源
利
用
対
策
及
び
原
子
力
安
全
規
制
対
策
に
係
る
財

（
電
源
立
地
対
策
、
電
源
利
用
対
策
及
び
原
子
力
安
全
規
制
対
策
に
係
る
財

政
上
の
措
置
等
）

政
上
の
措
置
等
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

法
第
八
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

７

法
第
八
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
若
し
く
は
試
験
研
究
炉
等
（
原
子
力

一

原
子
力
発
電
施
設
等
、
加
工
施
設
若
し
く
は
試
験
研
究
炉
等
（
原
子
力

基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す

基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す

る
原
子
炉
で
あ
っ
て
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
（
核
原
料
物
質
、
核

る
原
子
炉
で
あ
っ
て
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
（
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年

政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

及
び
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

及
び
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
に
規

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る

定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条

使
用
施
設
等
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
号

第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
整
備

に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
整
備
法
施
行

法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
に

令
第
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す

該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
五
号
、
第
十
六

る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
五
号
、
第
十
六
号
及
び

号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て

第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ

行
わ
れ
、
若
し
く
は
予
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に

、
若
し
く
は
予
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す

隣
接
す
る
都
道
府
県
（
次
条
第
一
項
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
イ
又

る
都
道
府
県
（
次
条
第
一
項
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
イ
又
は
ロ
に

は
ロ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
所
管
大
臣
が
定
め

掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
所
管
大
臣
が
定
め
る
基
準

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
交
付

る
交
付
金
の
交
付
及
び
所
在
都
道
府
県
又
は
所
在
都
道
府
県
に
隣
接
す
る

金
の
交
付
及
び
所
在
都
道
府
県
又
は
所
在
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府

都
道
府
県
（
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

県
（
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て

対
し
て
行
う
ハ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付

行
う
ハ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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二
～
十
九

（
略
）

二
～
十
九

（
略
）
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